
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税目 

納期限 

市・県民税 

（普通徴収） 

固定資産税 

都市計画税 
軽自動車税 

国民健康 

保険税 

4月30日（木）  1期   

6月 1日（月）   全期  

６月3０日（火） 1期    

7月31日（金）  2期  1期 

8月31日（月）    2期 

9月30日（水）  3期  3期 

税目 

納期限 

市・県民税 

（普通徴収） 

固定資産税 

都市計画税 
軽自動車税 

国民健康 

保険税 

１１月 ２日（月） 3期   4期 

１１月３０日（月）    5期 

１２月２５日（金）  4期  6期 

2027年（令和9年） 

２月 1日（月） 
4期   ７期 

３月 １日（月）    ８期 

２０２６（令和８年）３月１日                            ＮＯ．３６ 

山手交流館だより 
発 行  山手交流館 山手町１－９－１７ 

☎ ０８４―９５１－９３８１ 

メールアドレス yamate-krk@city.fukuyama.hiroshima.jp 

山手学区人権学習推進協議会より 

【地域別住民学習会・団体別研修報告】 

地域別住民学習会 

【今年度のテーマ】日常の人権～気づきから行動へ～ 

視聴覚教材「アンコンシャス・バイアスをなくそう」の DVD と福山市人権啓発リーフレットを活用し、少人数に分かれ

て意見交流をしました。 

※アンコンシャス・バイアスとは、無意識の思い込みや偏見 

【参加者から】 

●女性の人権について：「昔は女だから、男だから」と言われて育ってきたが、時代とともに家事・育児・介護等を協力し

あって行うように変わってきている傾向にある。 

●高齢者の人権について：今まで出来ていたことが出来なくなって、隣近所との繋がりの大切さを強く思う。 

●外国人の人権について：ルールを守らないというイメージを持っていたが、ゴミ出しのルールを説明すると正しくでき 

るようになった。更に、周囲の掃除もしてくれる。日ごろからコミュニケーションを取ることが大切。 

 ●こどもの人権について：しつけと押し付けの境界が分からない。 

固定観念は人権問題と深く関係しています。なぜなら、固定観念→偏見、偏見→差別、差別→人権侵害につながるから

です。長年の積み重ねから、なかなか思い込みや偏見が抜けにくい、住民学習会に参加する事で気付き、意識を変えて

いける良い機会となります。これからも継続して人権学習を推進していく必要があると感じました。 

団体別研修 

被爆 80周年ということで、福山空襲（1945 年 8 月 8 日）について、人権平和資料館副館長の寺地靖仁さんから「恒久平和の実現

に向けて」というテーマで講演をしていただきました。福山市は 1955 年に「福山市人権平和都市宣言」を行い、市民一人ひとりの人

権が尊重され、平和な社会を築くことを市政の基本理念に揚げました。福山空襲では約３５４人の人が亡くなっただけでなく、なんら

かの被害を受けた人が約８万人にもなるそうです。アメリカの空襲によって無差別に失われた尊い命を無駄にしないために戦争の愚か

さと平和の尊さを次世代に継承していく事が大切であると確認することができた研修となりました。 

―助け合い 人と人とを つなぐ糸― 

功労賞受賞 

 おめでとうございます 

 
山手学区町内会連合会会長の杉原均さんは、長年にわた

る卓越した功績と多大なる貢献が高く評価され、栄えある

「功労賞」を福山市枝広市長より受賞されました。 

3年前から山手町のメイン道路の横断歩道にこど

も達や地域の方が安全に横断できるように横断旗

を設置していますが、このたび西警察署交通安全課

より新規の旗をいただきました。 

※大切にお使いください。 

横断旗更新 

2026年度（令和8年度）市税 納期限一覧表 

 
まちづくり みんなの税で ささえあい 

 

福山市 納税課 

保険年金課 

 

 

※市税の納付は、便利で確実な口座振替で！ 詳しくは福山市ホームページへ https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp 
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① 有効期限 ② 更新期間 ③ 失効すると 

申請日（認定日）から 

次の３月３１日まで予約できます 

→②へ 

４月１日から６月３０日までの間、予

約ができますが、更新期間中に各

交流館の窓口で更新を行ってくださ

い   →③または④へ 

７月１日以降、予約ができません 

④ 更新すると 

申請日（認定日）から次の３月３１日まで予

約ができます→①へ 

月 火 水 木 金 土 日 

 

 

 

 

    １ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

やまてん広場 

喫茶サロン 
 

喫茶サロン   百歳体操  

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

やまてん広場 

喫茶サロン 

ちょっと 

きいてみよう会 
喫茶サロン  

さわやか会 百歳体操  

1６ 1７ 1８ １９ 2０ 2１ 2２ 

やまてん広場 

喫茶サロン 
 喫茶サロン  春分の日 百歳体操 

 

2３ 2４ 2５ 2６ 2７ 2８ ２９ 

やまてん広場 

喫茶サロン 

 喫茶サロン 

おもちゃサロン 
 

さわやか会 
まちづくり 

推進委員会総会 
百歳体操 

 

3０ ３１      

やまてん広場 
喫茶サロン 

 
 

    

開催時間 

◆まちづくり推進委員会 総会→１９：３０～ 

◆喫茶サロン・やまてん広場・百歳体操→９：３０～１１：３０   

◆さわやか会・おもちゃサロン→１０：００～１１：３０   

◆ちょっときいてみよう会（地域包括支援センター赤坂）→１０：００～１２：００ 

 

２０２６年（令和８年）３月１日                           ＮＯ．３６ 

―みとめあおう みんなちがって あたりまえ― 

交流館を利用しているみなさんへ 
お知らせ 

毎年、電子申請サービスは更新が必要です。 

4月 1日から 6月 30日の間に電子申請サービスを利用している交流館の窓口で更新申請を行ってください。 

そのままにしていると 7月 1日以降、電子申請サービスを利用した交流館の予約が出来なくなります。 


